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大阪河﨑リハビリテーション大学  
和歌山サテライト運営規程  
 

令和 6 年 9 月 24 日  
大学規程第 3 号  

 
（設置）  
第 1 条  大阪河﨑リハビリテーション大学（以下「本学」という。）に，

大阪河﨑リハビリテーション大学和歌山サテライト（以下「サテライ

ト」という。）を置く。  
 
（目的）  
第 2 条  サテライトは，和歌山県における本学の分室として，本学と地

域社会の密接な連携を図ることを目的とする。  
 
（場所）  
第 3 条  サテライトは，和歌山県和歌山市美園町 5 丁目 5 の 1 内に設置

する。  
 
（施設）  
第 4 条  サテライトに「和歌山サテライト教育研究センター」（以下「セ

ンター」という。）を置く。  
 
（センター長）  
第 5 条  センターにセンター長を置き，学長の推薦により，理事長が任

命する。  
2 センター長は，本学の専任の教授をもって充てる。  
3 センター長はセンターの管理運営を行うとともに，業務を統括する。 
 
（用途）  
第 6 条  センターは次の各号に掲げる用途に使用するものとする。  

(1) 教育研究活動  
 (2) セミナーなどの開催  
 (3) 地域の市民及び団体との交流  
 (4) その他，前各号の使用に支障のないものとして，センター長が適

当と認めたもの  
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（雑則）  
第 7 条  この規程に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。  
 
（改廃）  
第 8 条  この規程の改廃は，教授会に諮り，学長が行う。  
 
 
   附  則  
 この規程は，令和 6 年 10 月 1 日から施行する。  


